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香川地区に大震災が発生したら
大火災が起きたら！

香川地区・大震災 避難行動
　のしおり
避難行動
　のしおり

大地震発生

①慌てず先ずは自分の身を守ろう

●室内にいるときは出口の確保
●落下物や家具・家屋の倒壊はないか
●ブレーカを落とし、ガス等の火は消す
●机の下などに避難し揺れが収まるまで待つ

火災は発生させない
初期消火と延焼防止に全力を！

◆情報を聞こう！
震度５弱で市防災無線は放送
されます。ラジオ、テレビ、携帯
電話から情報を取ろう。

◆事前の準備は？
・家具転倒、家屋破壊の防止 
  対策はお済みですか
・消火器は備えていますか

◆非常持ち出し袋の用意はでき
　ていますか？
（3頁非常時持ち出しグッズ参照）

　　　　　地域での助け合い

●落下物、倒壊物に気をつけて隣近所
　の様子を確認しよう
●火災が発生したら皆で協力して初期消火
●隣近所に声を掛けて安否の確認を

②家族の安全確認や自宅周辺の確認 ◆隣近所のお年寄りや支援を　
　必要としている人に日頃声　
　掛けをしていますか？

◆街頭の消火器の位置も確認　
　しておこう。（防災マップ参照）

③自宅では危険と判断したら‥‥

家屋の倒壊が激しく、留まることが危険、
生活が困難と判断したら、組長さんを
中心に声を掛け合って、先ずは各町内
会の第一次避難場所へ.。
（4頁災害時避難場所参照）

◆非常持ち出し袋や避難所持込
　用グッズを用意しておこう。
（3頁非常時持ち出しグッズ参照）

◆車での移動は避けましょう。
　香川小学校は乗り入れ不可

◆事前に配られた避難者カー
　ドに必要事項を記入の上、
　第一次避難場所へ。

④第一次避難場所へ

震度５弱以上の地震が発生すると、自主防災役員
（町内会役員）が各第一次避難場所に待機してい
ます。受付に避難者カードを提出し、待機します。

一番安全な避難場所は、自宅です！！
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香川自主防災会総括班（自主防災規約細則参照）は
情報を収集し、第二次避難場所（原則香川小学校）が
より安全との判断をした時、第二次避難場所へ移動
するよう指示を出し、集団にて移動します。

自宅及び第一次避難場所に留まることが危険と判断し
た場合、第二次避難場所へ移動します。
歩行困難な方は防災倉庫にある搬送用の資機材を活
用して皆で協力し合って移動します。

香川小学校には松風台、甘沼の方も避難されてきます。
従って、香川自主防災会単独ではなく、市役所、香川小
学校、各自主防災会が一体となって避難所を運営して
いきますので、その指示で行動してください。

香川小学校などの第二次避難場所によっては、応急手
当はできても医師は詰めていません。
避難所である各中学校は医療救護所（4頁医療救護所
参照）として医師が常駐していますので、鶴が台中学校
へ移送して下さい。

大規模火災が発生した場合、第二次避難場所では防げ
ないと判断した場合は広域避難所へ避難して下さい。
香川地区はスリーハンドレッドクラブゴルフ場です。

香川地区まで被害が及ぶ大津波が襲われることは先ず
はないかと思いますが、もしもその時の為、どこに逃げ
るか考えておいて下さい。（スリーハンドレッドクラブゴ
ルフ場、香川小学校３階以上又は近くのマンション等）

※この「しおり」は、避難行動の一つの指針です。
　日頃から「いざ」と言う時に、行動の参考にしてください。
　基本は「先ず自身の身は自ら守ろう」です。日頃からの準備を！！

⑤第二次避難場所へ（原則香川小学校）

⑥避難所運営本部の設置

医療救護所

広域避難所

大津波からの避難

◆震度５弱以上の地震が
　発生すると総括班は自
　治会館に集まり、香小、
　市役所等と連絡し情報
　収集を行います。

◆第二次避難場所は別紙
　のとおり、香川小学校又
　は北陽中学校です。

◆避難所運営本部の構成
　　市役所配備職員
　　学校職員
　　自主防災会役員
　　防災リーダー
　　避難者

2



飲 料 水
食 料 品
医 薬 品

衣 類
貴 重 品
そ の 他

一人１日３リットルとして　７日分
レトルト食品、インスタント食品、クラッカー、缶詰製品など　３～７日分
常備薬、持病のある方はその薬、くすり手帳、三角巾、包帯、ガーゼ、消毒液
マスク、生理用品、トイレットペーパー
季節の着替え衣類、下着、靴下、スリッパ、タオル類、防災頭巾（ヘルメット）
現金、預金通帳、印鑑、身分証明書、権利書、各種カード、保険証
懐中電灯、ローソク、マッチ、携帯ラジオ、予備の電池、携帯電話＆充電器
食器頻、スプーン、アルミホイル、簡易トイレ、カイロ（冬季）、ヒヤロン（夏季）
筆記用具、避難者カード（一部記入済み）

●非常時持ち出しグッズ（すぐに持ち出せるように用意しておきたいもの）

●家庭に是非備えておきたい物

●あったら、さらに便利な物

消火器、簡易トイレ、懐中電灯、停電時に必要なローソクやランプ、カセットコンロ
缶詰やレトルト食品、飲料水などは常に準備し、古いものから食べる習慣をつけましょう

ロープ、ナイフ、ハサミ、雨具（カッパ）、キャンプセット、折りたたみ椅子
ビ二－ルシート、枕、毛布

　　　施　設　名
香川自治会館
香川公民館
香川小学校
香川自転車駐車場
香川保育園
玄珊寺
湘南ローンテニス倶楽部

　　　所　在　地
香川３－２０－１
香川１－１１－１
香川１－３３－１
香川４－４３－３
香川４－４６－１
香川２－１７－３４
香川７－１２－１

　メーカー機種
日本光電
フィリップス
フィリップス
フィリップス
日本光電
日本光電
日本光電

　　備　　考
平成 25 年 9月 1日現在

平成 25 年 9月 1日現在
用 途 別
本 部 用
救 護 用
救 出 用

給食・給水
避 難 用
情報伝達
消火用他

　　　　　　　　　　　器　　　　　具　　　　　名
テント、机、椅子、発電機、投光機、手袋、ヘルメット、ブルーシート、浄水器
救急セット、三角巾、ガーゼ
リヤカー、一輪車、チェーンソー、ロープ、担架、毛布、脚立、ジャッキ、つるはし
ハンマー、スコップ、バール、のこぎり、カマ
ポリタンク、カセットコンロ・ボンベ、釜、金属バケツ、寸銅なべ、やかん、飲料水袋
簡易トイレセット、簡易更衣室、懐中電灯、ブルーシート、毛布、ローソク
ハンドマイク、トランシーバー・簡易無線機（担当役員が保持）
ポリバケツ、キャリングホース、金属バケツ、土嚢、燃料タンク

３



町 内 会
第一町内会
第二町内会

第三町内会
第四町内会

香川自治会

　　　　　　　　　　所　　　在　　　地
香川市営住宅／香川１－１４－３隣接

香川第２公園／香川４－２－７隣接

第３青少年広場／香川４－４５－２１隣接

つつじハイム第（香川６－１０－３３）隣接／駐車場

香川２－２２－１３隣接／駐車場

香川２－１７－９隣接

香川３－２０－１／香川自治会館

平成 25 年 9月 1日現在

町 内 会
第一町内会

第二町内会

第三町内会

第四町内会

平成 25 年 9月 1日現在

　　　　住所
香川１－３３－１

香川４－２－７

香川４－４５－２１

香川２－２７－２４

香川５－８－４７

香川２－２７－２４

　　　施　　設　　名
香川小学校

香川南公園（柿の木公園）

堂庭公園

玄珊寺駐車場

香川グリーンゴルフ場

玄珊寺駐車場

■一次避難場所（大きな地震、火災が発生し自宅では危険と感じた時、先ずは一次週難所へ）

二 次 避 難 場 所
香 川 小 学 校

北 陽 中 学 校

　　電　　　話
０４６７－５１－３１５３

０４６７－５１－８３１１

　　　住　　　　　所
茅ヶ崎市香川１－３３－１

茅ヶ崎市下寺尾１６６０

■二次避難場所（倒壊、火災からの避難場所として一次避難場所から皆さんで第二次避難場所へ）

医 療 救 護 所
鶴 が 台 中 学 校

北 陽 中 学 校

　　電　　　話
０４６７－５１－１１７０

０４６７－５１－８３１１

　　　住　　　　　所
茅ヶ崎市鶴が台２－７

茅ヶ崎市下寺尾１６６０

■医療救護所（負傷による医療手当を受ける方の避難場所）

　　電　　　話
０４６７－５３－０３００

　　住　　　所
茅ヶ崎市甘沼４４１

■広域避難場所（大規模火災、大震災時に二次避難場所では危険と判断した時の避難場所）

４

広　域　避　難　場　所
スリーハンドレッドクラブゴルフ場



氏　　名
岡 喜 四 郎
寺 田 達 也
石 井 節 子
池 田 卓 郎
臼 井 五 郎
大 野 勝 維
新 倉 直 幸
西 村 弘 義
宮 代 洋 一
豊 島 修 三
長 田 文 男
石 井　　勉
自 治 会 館
熊 沢 武 光
熊 沢 庄 次
熊 沢 利 房
熊 沢 辰 夫
市 川　　清
川 島 殊 三
亀 井　　昇
坂 田 忠 義
新 倉　　勇
菊 池 政 光
古谷サト子
新井広太郎
熊 沢 静 子

住所（香川）
１－１７－１５
１－２４－２３
１－２５－　４
１－２４－　６
１－　６－１７
１－１７－１８
４－４５－２１
４－３７－　９
３－　９－　１
３－　８－３０
３－１７－４３
４－　１－５０
３－２０－　１
５－　９－２４
５－　８－４７
６－　１－１２
６－　１－２１
５－　３－４１
６－　６－２３
６－　４－２６
５－　４－３３
１－２８－１０
２－２３－１１
２－２２－４３
２－２０－２５
２－１８－３４

　　電　話
５２－００１５
５２－７５４０
５２－３２４０
５２－０４６７
５１－８９９１
５２－０３０１
５７－７８０８
５７－７０８４
５２－７２３７
５２－６６７０
５１－５７９１
５７－６５６３
５１－４２９１
５７－６４６９
５７－６２７８
５２－６０４１
５２－２８８４
８６－１８３３
５２－３１７１
５２－３１７２
５７－６２７７
５２－７５３８
５２－０１９１
５１－０５０１
５１－１６０９
５２－３１８８

動力
電動
〃
〃
電・手
手動
電動
〃
〃
〃
〃
〃
〃
手動
電動
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
手・電
電動
〃

町内会

１

２

３

４

　　　備　　考

2基あり

2基あり

手動、電動両方可能

平成 25 年 4月 1日現在

注１．災害時にご協力いただけるご家庭には「井戸協力の家」と表示された名札を掲げ
　　　させていただきます。
注２．動力欄に記載している「電」とは電動式であり、「手」とは手動式となります。
　　　電動式の場合、停電の時は使えない場合があります。
注３．災害等で長時間の断水の時に限り、利用させていただけるものです。
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香川自治会自主防災会規約            
 

（名称） 

第１条 この会は香川自治会自主防災会（以下「本会」という。）と称する。 

 

（事務所の所在地） 

第２条 本会の事務所は、茅ヶ崎市香川 3－20－1 香川自治会館に置く。 

 

（目的） 

第３条 本会は、住民の連帯と相互扶助の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより 

  地震、台風その他災害（以下「地震等」という。）による被害の防止及び軽減を図ることを 

  目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。尚、平常時の活動は 

香川自治会防災部会がこれにあたる。   

（１）防災に関する知識の普及に関すること 

（２）地震等に対する災害予防に関すること 

（３）地震等の災害発生時における被害状況の掌握など情報の収集・伝達、初期消火、 

救出救護、避難誘導等応急対策に関すること 

（４） 行政との密接な連絡をとること 

（５） 各町内会防災活動の支援をすること 

（６） 避難所運営委員会へ参加すること 

（７） 防災訓練の実施に関すること 

（８） 防災備品、防災資機材の備蓄に関すること 

（９） その他本会の目的を達成するに必要な事項 

 

（会員） 

第５条 本会は、香川自治会に加入する世帯をもって構成する。 

 

（役員） 

第６条  

１．本会には次の役員を置き、自治会の役員及び自治会長が推薦した者がその任にあたる。 

(1)会長（自治会長） (2)代表副会長 (3)副会長（各町内会長及び町内副会長） 

(4)班長        (5)副班長 

 (6)顧問（防災リーダー等、会長が推薦した者） 

   ２．役員の任期は２年とする。但し再任することを妨げない。 

  ３．班とは平常時の活動及び地震等災害時における応急活動に当たり、予め定めた防災組織 

上、各役割に対応した任務分担の一部門をいい、詳細は別途定める運用細則による。 

  ４．各班には、班長（責任者）及び副班長を置き、その構成員の中から互選により決める。 

７
 



尚、企画・自衛・自治会館の各班については香川自治会部会長、副部会長が班長及び 

副班長の任にあたる。 

 

（役員の任務） 

第７条  

１．会長は、本会を代表して会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。 

  ２．代表副会長及び副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときには、その職務を代行する。 

  ３．班長は、会長の命を受け、地震等発生時における班の応急活動の指揮にあたる。 

  ４．副班長は、班長を補佐し、班長が事故等あるときは、その職務を代行する。 

  ５．顧問（防災リーダー等、会長が推薦した者）は、会長の命を受け、会長及び各班の応急活動等

に対して協力し、助言を与える。 

 

（会議） 

第８条 本会に、総会及び役員会を置く。 

 

（総会） 

第９条  

１．総会は、自治会全役員を持って構成する。 

２．総会は、年１回開催する。但し必要に応じて臨時に開催することができる。 

  ３．総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。 

 

（役員会） 

第１０条 

１．役員会は、会長、代表副会長、副会長、班長、副班長及び顧問（防災リーダー等、会長が 

推薦した者）をもって構成する。 

２．役員会は、次の事項を審議し実施する。 

（１）総会に提出すべきこと 

（２）自主防災会の事業にかかわること 

（３）その他役員が特に必要と認めたこと 

 

（防災計画） 

第１１条  

１．本会は、地震等における被害の防止及びその軽減を図るため、防災計画を作成する。 

  ２．防災計画は、次の事項について定める。 

    （１）地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること 

    （２）防災に関する知識の普及に関すること 

（３）防災訓練の実施に関すること 

（４）地震等の災害発生時における被害状況の掌握など情報の収集・伝達、初期消火、 

救出救護、避難誘導等応急対策に関すること 

    （５）その他必要な事項 

８
 



 

（経費） 

第１２条 本会の運営に関する経費は、防災部会の予算、その他の収入をもってこれにあてる。 

 

（その他） 

第１３条 本会を運用する為の細則は、別に定めた自主防災会運用細則による。 

 

（付則）この規約は平成２４年７月１日から実施する。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９
 



平成 24 年７月１日 

自治会自主防災会規約運用細則 

 
１．この細則は、香川自治会自主防災会規約に関することを運用細則として定める。 

２．細則の適用範囲は、次のとおりとする。 

 （１）平常時の防災対策 

 （２）大地震が発生した時 

（３）津波警報が発令された時 

（４）想定される東海地震等の警戒宣言の出された時 

（５）大火災が発生した時 

（６）風水害等の被害が著しい時 

（７）会長が必要と認めた時 

 

３．本会組織を構成する各班の業務及び責任者、構成員は次のとおりとする。 

   班 業務の分担 構成員 

☆責任者

（１）総括 会長（自治会長)、代表副会長(代表副会長)、副会長（各

町内会長、副会長）及び総務、会計、防災の各部会長及

び会長が指名する顧問で構成し全般を指揮する。 

☆防災会会長 

（自治会長） 

（２）企画 平常時において防災知識の普及、予防、防災訓練の計画

防災計画の作成、規約、組織体制等の点検、構築 

防災資機材、防災備品類の備蓄、管理 

☆防災部会長 

防災部会 

 

（３）情報 各町内及び市の情報の収集･伝達と広報活動 

 

防災部会員  

広報部会 

（４）消火 初期消火、消火器の確保及び消防団との連携 

 

防災部会員  

体育部会 

（５）救出救護 負傷者の救出、救護活動 

 

防災部会員  

環境部会 

（６）避難誘導 住民の避難誘導活動を迅速に安全に行う。 

 

防災部会員  

ふれあい部会 

各組長 

（７）給食給水 食料物資、飲料水の確保、配分を行う。 

 

防災部会員  

美化部会 

（８）自衛 町内をパトロールし住民の財産保全等を図る。 

 

☆防犯部会長 

 防犯部会 

（９）自治会館 

 

自治会館の管理を行う。 ☆会館管理部会長 

 会館管理部会 

４．各班の構成員には上記構成員の他、各班に防災リーダーを出来る限り配置する。 

５．災害発生時における対応 

 （１）災害が発生し、会長が規約を適用すると判断した時、先ず、会長は総括班を本会へ招集する。 
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    但し、代表副会長及び副会長（各町内会長及び町内副会長）とは連絡を取り、状況を 

判断し町内に留まるか、召集するか判断する。 

 （２）会長は、各班長と連絡をとり、各担当する任務の準備及び応急活動を指示する。 

    又、会長は本会への招集か、所定の避難所にての活動かを指示する。 

 （３）副会長（各町内会長）は、町内の被害状況を掌握し、速やかに会長へ報告する。 

 （４）副会長（各町内会長）は、組長と連絡をとり、各組員の被害状況の報告を受ける。 

 （５）組長は、各組員の被害状況を掌握し、副会長に報告をするとともに防災リーダーとともに、 

    組員の避難誘導に務める。 

６．副会長（各町内会長）は、組長より被害状況の報告（様式１）を受けた時は、速やかに会長へ 

連絡する。 

７．既に住民が避難している時は、避難誘導班はその状況を会長へ連絡する。 

８．会長は、被害状況を茅ヶ崎市災害対策本部へ逐次伝達し、各町内会長へも連絡をする。 

  又、市本部より市内の被害状況、避難状況、応急対策活動、並びにライフラインに関する情報 

  等を入手して、速やかに各町内会長に伝達する。 

９．会長は、災害救助法が適用された時は、市本部と折衝して、公正に給食や給水等が住民へ 

  行き渡るように務め、各町内会長と協議してその対策を講じる。（様式２） 

10．会長は、各町内会長と密接に連絡をとり、消火、救出・救護、給食･給水等での応援が必要と 

  判断されたときは各班長を通じて適切な措置を講じる。 

11．避難所が開設された時、会長は、役員のうちから適任者を選出して避難所運営委員に任命し 

  「避難所運営委員会」に参加させて避難所の運営に当たらせる。 

  任命に当たっては原則として、各班を担当する役員及び防災リーダーを含む顧問に、その任 

を当たらせる 

  尚、避難所は原則として第１及び第２町内会は香川小学校を、第３及び第４町内会は北陽中学校 

  とする。 

12．避難所運営委員は、会長と連絡を密にし、避難者が秩序をもって公平に安心して滞留できる  

  体制作りをする。 

13．避難所運営委員は、会員避難者氏名及び傷病者のいるときはその都度、確認して会長に報告する。 

  （様式 3 及び４） 

14．避難者が避難所にて記入してもらう避難者カード（様式５）は平常時に事前に会員に配布して、記

入して用意し、当日持参することを徹底させる。 

15. その他必要が生じた事項は協議して決める。  

 

                  附 

様  式 

１．被害状況通知書 

２．人員連絡通知書 

３．避難所緊急状況報告 

４．傷病者リスト 

   ５．避難者カード 
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避難所名

避難場所

性別 年齢

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

香川 男・女

地区防災拠点名

No.

性別 搬送先

香川小学校

住所 特記氏名

避　難　所　緊　急　状　況　報告書
香川自治会

氏名（年齢） 住所 怪我・病気の具合 処置

傷　病　者　リ　ス　ト 様式４

様式３
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様式５

Ｎｏ．1

世帯主名

続柄　　来所

電　　話

ペット 種類と頭数 室内・室外

様式５

Ｎｏ．2

世帯主名

続柄　　来所

電　　話

ペット 種類と頭数 室内・室外

　　　　 　　 　 　（　　　才）　

名　前（年齢）

□　具合の悪い人はいませんか？　近所の人たちと声を掛け合い、一緒に避難しましょう。

□　頭をカバーできる物をかぶり、最低限のお金・衣類をもちましたか？

 香川小学校

避難所に来た人の来所欄に〇をしてください。

住
　
所

茅ヶ崎市香川
家
族
氏
名

　　　　  　　 　　（　　　才）　

名　前（年齢）

特記事項（障害者・
疾病等　気になるこ
とを記入して下さ

い）

□　具合の悪い人はいませんか？　近所の人たちと声を掛け合い、一緒に避難しましょう。

□　頭をカバーできる物をかぶり、最低限のお金・衣類をもちましたか？

先ずは我が身そして家族です。それから近助・共助・公助です

避難所 　　第　　　　町内会　　　　　　　　組

年　　月　　日

□　家の電気のブレーカーを止め、ガスの元栓を閉めましたか？

□　家の者の無事は確認できましたか？

先ずは我が身そして家族です。それから近助・共助・公助です

避難者カード 年　　月　　日

□　家の者の無事は確認できましたか？

特記事項（障害者・
疾病等　気になるこ
とを記入して下さ

い）

□　家の電気のブレーカーを止め、ガスの元栓を閉めましたか？

 香川小学校避難所 　　第　　　　町内会　　　　　　　　組

避難者カード

家
族
氏
名

避難所に来た人の来所欄に〇をしてください。

住
　
所

茅ヶ崎市香川
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メモ用紙
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香川自治会　防災マップ
2013年5月31日現在 香川自治会 防災部会 T.Y

消火器

井戸

AED設置場所

防災倉庫設置場所

一時避難場所

109箇所

26箇所

6箇所

7箇所

5箇所



香川自治会
住所　茅ヶ崎市香川３丁目２０番１号
電話　0467-51-4291
発行　防災部会 平成 25年 12 月１日




